
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

担

当

課

（

室

）

○

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

目

次

○

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃

【

告

示

】

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

長

寿

社

会

課

○

〃

〃

○

指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

の

指

定

〃

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

〃

○

家

畜

検

査

の

実

施

畜

産

課

○

保

安

林

の

指

定

の

解

除

治

山

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

土

地

改

良

区

の

定

款

変

更

の

認

可

耕

地

課

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

及

び

就

任

届

〃

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

【

教

育

委

員

会

】

○

博

物

館

の

変

更

登

録

教

育

委

員

会

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

岡

山

県

公

報

平成２６年４月２５日 第１１５７９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

訪
問
介
護
事
業
所
楽
々
園

２

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
北
池
一
六
九
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
岡
山

２

所
在
地

岡
山
県
岡
山
市
東
区
下
阿
知
一
一
八
〇
番
地

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
五
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
四
〇
〇
八
七
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

ル
ッ
ク
矢
掛
の
郷

２

所
在
地

岡
山
県
小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
六
六
九

一

－

二

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
矢
掛
の
郷

２

所
在
地

岡
山
県
倉
敷
市
昭
和
一
丁
目
二
番
二
二
号

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
五
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
八
〇
〇
四
六
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ツ
ク
イ
総
社

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
中
央
五

二

一
〇
二

－
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
ツ
ク
イ

２

所
在
地

神
奈
川
県
横
浜
市
港
南
区
上
大
岡
西
一
丁
目
六
番
一
号

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
五
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
八
〇
一
一
七
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

津
山
第
一
病
院
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
中
島
四
三
八
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
平
野
同
仁
会

平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号



２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
中
島
四
三
八
番
地

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
五
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
二
〇
二
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
ま
つ
う
ら
会
通
所
介
護
事
業
所

２

所
在
地

岡
山
県
真
庭
市
久
世
二
四
三
三

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
ま
つ
う
ら
会

２

所
在
地

岡
山
県
真
庭
市
久
世
二
四
三
三

一

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
四
〇
〇
七
七
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
該
当
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
、
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
を
命

ず
る
。平

成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
・
粘
膜
病
検
査

１

実
施
の
目
的

牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
・
粘
膜
病
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
を
把
握
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

牛
の
う
ち
、
対
象
と
な
る
家
畜
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
（
以
下
「
管
轄
家

畜
保
健
衛
生
所
長
」
と
い
う

）
が
別
に
定
め
る
も
の

。

４

実
施
の
期
日

（

「

」

平
成
二
十
六
年
五
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

以
下

実
施
期
間

と
い
う

）
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

。

５

検
査
の
方
法

血
清
学
的
検
査
（
中
和
試
験
）
及
び
ウ
イ
ル
ス
学
的
検
査

二

豚
流
行
性
下
痢
検
査

１

実
施
の
目
的

豚
流
行
性
下
痢
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
を
把
握
す
る
た
め

２

実
施
す
る
区
域

県
内
一
円

３

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

豚
の
う
ち
、
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
も
の

４

実
施
の
期
日

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日

５

検
査
の
方
法

血
清
学
的
検
査
（
中
和
試
験
）
及
び
ウ
イ
ル
ス
学
的
検
査

平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

浅
口
市
金
光
町
上
竹
二
四
二
三
の
二
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号



〔
一
九
四
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
神
郷
水
力
発
電
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

小
豆
澤
喜
雅

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
見
市
高
尾
二
三
八
四
番
地
の
一
〇

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
の
人
々
及
び
地
域
社
会
に
対
し
て
、
中
山
間
地
域
の
特
質
を
生
か
し
た

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
促
進
活
動
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
球
温
暖
化
防
止
と
地
域
の
振
興
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号



〔

〕

（

）

、

一
九
五

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

高
崎
土
地
改
良
区

二

認
可
年
月
日

平
成
二
十
六
年
四
月
十
四
日

平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号



〔
一
九
六
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

備
北
土
地
改
良
区

二

退
任
及
び
就
任
役
員

退
任
役
員

就
任
役
員

理
事
監

住

所

氏

名

氏

名

事
の
別

遠
藤

勤

高
梁
市
中
井
町
津
々
二
四
六
八

理

事

澤

由
紀
義

〃

〃

〃

二
七
七
三

〃

平成２６年４月２５日　岡山県公報　第１１５７９号



〔
一
九
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
総
社
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

終

了

年

月

日

総
社
市
全
域

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
修
正
）

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
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〔
一
九
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
北
溝
手
字
荒
神
後
四
〇
八

四
〇
、
四
〇
八

四
一
、
四
〇
八

四
二
、
字
釼
先
キ
四

－
－

－

二
七

一
五
、
四
三
九

六

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
三
田
一
一
〇

一
（
グ
ラ
ン
デ
ー
ル
Ａ
二
〇
二
）

－

岩
本

亮

岩
本

優
恵

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
八
三
号
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〔
一
九
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
北
溝
手
字
荒
神
後
四
〇
八

四
三

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
田
益
一
五
六
八

二

フ
ェ
リ
シ
テ
ィ
あ
お
い
一
〇
一

－

石
井

聖

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
四
三
四
号
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〔
二
〇
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
清
音
軽
部
字
川
田
三
九
八

五

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
井
尻
野
一
六
七
八

六

ド
ミ
ー
ル
総
社
Ｂ

二
〇
二

－
－

金
丸

直
弘

金
丸

彩
子

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
四
号
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〔
二
〇
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
宿
字
古
宿
一
二
六
三

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
宿
七
八
〇

黒
江

啓
司

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
〇
六
号
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
公
告

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
財
団
法

人
岡
山
県
備
前
陶
芸
美
術
館
に
係
る
登
録
事
項
を
次
の
と
お
り
変
更
登
録
し
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

一

変
更
事
項

設
置
者
の
名
称
及
び
博
物
館
の
名
称

変
更
前

財
団
法
人
岡
山
県
備
前
陶
芸
美
術
館

変
更
後

一
般
財
団
法
人
岡
山
県
備
前
陶
芸
美
術
館

二

変
更
登
録
の
年
月
日

平
成
二
十
六
年
四
月
十
七
日
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

金
谷
の
り
こ
後
援
会

金

谷

典

子

金

谷

典

子

美
作
市
海
内
一
六
〇

平
成
二
六
・

三
・

四

川
上
淳
司
後
援
会

妹

尾

裕

典

森

岡

豊

小
田
郡
矢
掛
町
西
川
面
一
九
三

〃

三
・
一
二

西
上
徳
一
後
援
会

西

上

徳

一

西

上

徳

一

備
前
市
鶴
海
二
九
一
四

一

〃

三
・
一
九

－

萩
原
誠
司
後
援
会

池

田

篤

平

尾

孝

之

美
作
市
古
町
一
五
三
九

四

〃

三
・
一
三

－

南
直
樹
後
援
会

杉

本

幹

夫

遠

藤

憲

一

久
米
郡
久
米
南
町
里
方
九
二
三

四

〃

三
・
一
○

－

山
本
な
る
後
援
会

下

川

祐

難

波

隆

二

備
前
市
伊
部
一
六
九
八

二

〃

三
・

三

－

渡
辺
英
気
後
援
会
英
和
会

水

田

大

助

石

﨑

崇

一

倉
敷
市
船
穂
町
水
江
一
二
八
二

一

〃

三
・
二
七

－
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
県
医
療
会
支
部

会
計
責
任
者

神

﨑

寛

子

木

村

丹

平
成
二
六
・

三
・
二
七

自
由
民
主
党
岡
山
県
バ
ス
支
部

代

表

者

小

嶋

光

信

永

山

久

人

〃

三
・
三
一

〃

会
計
責
任
者

黒

川

正

博

羽

原

富

夫

〃

〃

自
由
民
主
党
岡
山
市
支
部

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
東
古
松
二

一
一

二
五

六
〇

岡
山
市
北
区
鹿
田
町
一

三

一
六

〃

三
・
二
七

－
－

－
－

－

三

〃

代

表

者

蜂

谷

弘

美

前

田

弘

美

〃

〃

自
由
民
主
党
吉
井
支
部

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

赤
磐
市
草
生
三
三
五

赤
磐
市
周
匝
一
○
九
二

五

〃

三
・
二
四

－

〃

会
計
責
任
者

岡

本

忠

司

今
井
田

晴

夫

〃

〃

日
本
共
産
党
岡
山
地
区
委
員
会

代

表

者

垣

内

京

美

植

本

完

治

〃

三
・

三

〃

会
計
責
任
者

岡

田

実

垣

内

雄

一

〃

〃

日
本
共
産
党
倉
敷
地
区
委
員
会

代

表

者

垣

内

雄

一

矢

引

亮

介

〃

〃

〃

会
計
責
任
者

垣

内

雄

一

矢

引

亮

介

〃

〃

日
本
共
産
党
美
作
東
備
地
区
委
員
会

代

表

者

谷

岡

弘

章

岡

田

実

〃

〃

〃

会
計
責
任
者

谷

岡

弘

章

岡

田

実

〃

〃

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

あ
ら
き
勝
美
後
援
会

会
計
責
任
者

千

原

菜

生

荒

木

隆

章

平
成
二
六
・

三
・
一
七

池
田
一
二
三
後
援
会

〃

真

鍋

美
佐
子

後

藤

美

紀

〃

三
・
二
八
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石
田
み
の
る
元
気
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
見
市
上
市
八
五
九

一

新
見
市
上
市
一
〇
九

一

〃

三
・
三
一

－
－

い

ず

み

会

〃

笠
岡
市
中
央
町
二
四

一
三

笠
岡
市
中
央
町
三
六

一

〃

〃

－
－

大
内
恒
章
後
援
会

代

表

者

徳

山

容

三

吉

肇

〃

三
・

四

〃

会
計
責
任
者

佐

藤

博

臣

小

野

光

章

〃

〃

太
田
正
孝
後
援
会

代

表

者

宮

﨑

雅

史

吉

田

明

文

〃

三
・
一
○

岡
山
県
理
学
療
法
士
連
盟

〃

草

地

清

志

國

安

勝

司

〃

三
・
二
四

幸
福
実
現
党
岡
山
北
後
援
会

会
計
責
任
者

沼

淳

相

浦

慎

治

〃

三
・

七

幸
福
実
現
党
岡
山
県
本
部

代

表

者

齋

藤

敏

行

池

田

一

郎

〃

三
・
一
四

〃

会
計
責
任
者

齋

藤

敏

行

池

田

一

郎

〃

〃

幸
福
実
現
党
岡
山
後
援
会

〃

沼

淳

亀

岡

秀

毅

〃

三
・

六

國

士

塾

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
井
口
一
○
五

一
コ
ー
ポ
ヒ
ロ
二
○
五

津
山
市
野
介
代
一
四
七
二

三
三

〃

三
・
一
三

－
－

〃

代

表

者

山

本

弘

樹

山

本

清

隆

〃

〃

〃

会
計
責
任
者

上

原

由

也

山

本

清

隆

〃

〃

小
西
利
一
後
援
会

代

表

者

中

山

優

小

西

巌

〃

三
・
一
一

〃

会
計
責
任
者

小

西

淳

小

西

文

子

〃

〃

近
藤
た
か
の
り
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

高
梁
市
中
間
町
八
八

高
梁
市
松
原
町
神
原
一
七
三
四

三

〃

三
・
二
八

－

志

々

の

会

〃

玉
野
市
八
浜
町
八
浜
一
三
一
〇

玉
野
市
八
浜
町
八
浜
一
七
三

二

〃

三
・

七

－

下
方
一
志
後
援
会

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

税
理
士
に
よ
る
あ
い
さ
わ
一
郎
後
援
会

〃

岡
山
市
北
区
絵
図
町
三

一
五

岡
山
市
中
区
湊
三
八
一

四
三

〃

三
・
二
五

－
－

〃

代

表

者

重

近

實

榎

原

清

海

〃

〃

〃

会
計
責
任
者

土

屋

直

人

森

末

英

男

〃

〃

税
理
士
に
よ
る
橋
本
岳
後
援
会

〃

大

内

和

明

竹

内

茂

〃

三
・
一
九

瀬
戸
内
海
政
治
経
済
研
究
所

〃

中

山

則

義

清

水

厳

〃

三
・
二
六

全
国
小
売
酒
販
政
治
連
盟
岡
山
県
支
部

〃

岡

野

勉

岡

崎

正

裕

〃

三
・
二
八

武
見
敬
三
岡
山
県
後
援
会

〃

神

﨑

寛

子

木

村

丹

〃

三
・
二
七
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築
澤
敏
夫
後
援
会

〃

築

澤

緑

築

澤

暢

雄

〃

三
・
一
四

西
島
英
利
岡
山
県
後
援
会

〃

神

﨑

寛

子

木

村

丹

〃

三
・
二
七

仁
科
文
秀
後
援
会

〃

仁

科

文

秀

広

常

隆

三

〃

三
・

四

畑
中
知
時
後
援
会

代

表

者

畑

中

知

時

木

下

義

弘

〃

三
・
一
三

〃

会
計
責
任
者

畑

中

知

時

柚

木

忠

〃

〃

畑
中
知
時
知
の
会

〃

畑

中

知

時

中

城

政

信

〃

〃

は
ち
や
ひ
ろ
み
応
援
団

代

表

者

新

崎

政

勝

斉

藤

悠

子

〃

三
・
二
七

は
ち
や
ひ
ろ
み
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
津
島
西
坂
二

三

四
一

岡
山
市
北
区
西
之
町
一
二

一
五

〃

〃

－
－

－

開
か
れ
た
市
政
を
市
民
と
と
も
に
実
現
す
る
会

〃

赤
磐
市
上
市
一
六
九

赤
磐
市
中
島
二
二

一

〃

三
・
二
六

－

福
田
弘
後
援
会

代

表

者

日

下

正

喜

福

田

弘

〃

三
・

三

村
上
ゆ
き
こ
後
援
会

〃

村

上

芳

男

植

月

幸

三

〃

三
・
一
七

〃

会
計
責
任
者

岡

田

加
余
子

村

上

芳

男

〃

〃

守
井
ひ
で
た
つ
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

備
前
市
吉
永
町
南
方
八
五
八

五

備
前
市
吉
永
町
南
方
一
二
二
五

二

〃

三
・
二
六

－
－

〃

会
計
責
任
者

則

次

敏

伸

万

波

弘

〃

〃

山
田
ま
さ
ゆ
き
後
援
会

〃

中

村

和

夫

山

田

惠

子

〃

三
・
二
○

山
本
な
る
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

備
前
市
伊
部
一
七
五
○

一

備
前
市
伊
部
一
六
九
八

二

〃

三
・
一
九

－
－
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

赤
坂
て
る
子
後
援
会

栗

本

泰

治

平
成
二
五
・
一
二
・
三
一

あ
た
か
敬
祐
後
援
会

安

宅

敬

祐

〃

〃

岡
山
維
新
の
会

真

殿

仁

文

平
成
二
六
・

三
・
二
三

奥
村
忠
夫
後
援
会

奥

村

忠

夫

平
成
二
五
・
一
二
・
三
○

金
本
享
後
援
会

北

浦

徳

和

平
成
二
六
・

三
・
二
五

川
澄
章
子
後
援
会

渡

辺

康

夫

平
成
二
五
・

五
・

一

久
保
木
彰
後
援
会

久
保
木

彰

〃

一
二
・
三
一

く
ら
し
き
楽
会

岡

野

宏

行

〃

〃

才
田
靖
郎
後
援
会

森

弘

平
成
二
四
・

四
・
二
三

杉
修
次
後
援
会

三

上

逸

正

平
成
二
五
・
一
二
・
三
一

杉

の

実

会

杉

修

次

〃

〃

杉
山
哲
男
後
援
会

杉

山

耕

一

〃

一
一
・
二
〇

清

政

会

桑

山

博

之

〃

一
二
・
三
一

た
か
た
正
弘
後
援
会

井

上

生

平
成
二
六
・

三
・
一
○

田
中
し
ん
ご
後
援
会

木

村

誠
一
郎

平
成
二
五
・

五
・
三
一

丹
下
茂
後
援
会

丹

下

茂

〃

一
二
・
三
一

鳥
越
孝
太
郎
後
援
会

鳥

越

孝
太
郎

平
成
二
六
・

三
・

六

中
区
か
ら
維
新
の
風
を
お
こ
す
会

吉

川

剛

平
成
二
四
・
一
二
・
三
一
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西
﨑
公
朗
後
援
会

井

上

隆

洋

平
成
二
六
・

三
・
三
一

日
本
国
民
会
議

佐
々
木

雄

司

平
成
二
五
・
一
二
・
三
一

飛
躍
お
か
や
ま
の
会

馬

場

博

子

〃

一
一
・
三
〇

福
田
弘
後
援
会

日

下

正

喜

〃

一
一
・

二

藤
井
け
ん
い
ち
後
援
会

藤

井

賢

一

〃

一
二
・
三
一

前
原
昭
義
後
援
会

丸

本

光

男

平
成
二
六
・

三
・
一
五

道
上
政
男
後
援
会

佐
々
木

明

夫

〃

三
・

二

山
本
久
美
子
後
援
会

山

本

久
美
子

平
成
二
五
・
一
二
・
三
一
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

下

方

一

志

玉
野
市
議
会
議
員

志

々

の

会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

玉
野
市
八
浜
町
八
浜
一
三
一
○

玉
野
市
八
浜
町
八
浜
一
七
三

二

－
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

資
金
管
理
団
体
で
な
く
な

届
出
を
し
た
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

っ
た
旨
の
届
出
年
月
日

安

宅

敬

祐

岡
山
市
長

あ
た
か
敬
祐
後
援
会

岡
山
市
北
区
広
瀬
町
一
〇

五

安

宅

敬

祐

平
成
二
六
・

三
・
三
一

－

久
保
木

彰

瀬
戸
内
市
議
会
議
員

久
保
木
彰
後
援
会

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
牛
窓
四
三
二
三

久
保
木

彰

〃

三
・

三

桑

山

博

之

津
山
市
長

清

政

会

津
山
市
椿
高
下
一
八

桑

山

博

之

〃

三
・
一
四

杉

修

次

新
見
市
議
会
議
員

杉

の

実

会

新
見
市
法
曽
一
二
九
八

杉

修

次

〃

三
・
一
八

丹

下

茂

総
社
市
議
会
議
員

丹
下
茂
後
援
会

総
社
市
泉
一

四
五

丹

下

茂

〃

三
・

三

－

山

本

久
美
子

新
見
市
議
会
議
員

山
本
久
美
子
後
援
会

新
見
市
馬
塚
五
八
九

山

本

久
美
子

〃

〃

資
金
管
理
団
体
で
な
く
な

代
表
者
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

っ
た
旨
の
届
出
年
月
日

日

下

正

喜

勝
央
町
議
会
議
員

福
田
弘
後
援
会

勝
田
郡
勝
央
町
豊
久
田
四
四
七

一

平
成
二
六
・

三
・

三

－

備
考

福
田
弘
後
援
会
に
つ
い
て
は
、
資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
死
亡
に
伴
う
届
出
で
あ
り
、
資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
は
、
福
田
弘
で
あ
る
。
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